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気象警報発令時の登下校について（変更） 

 

１．午前７時現在に、「暴風」・「大雨」・「洪水」等の警報が 「明石市」に発令中の場

合 

生徒を自宅に待機させてください。 

 

午前７時の NHK（データ放送を含む）またはサンテレビのニュース、または気

象庁のホームページ等で判断し、学校への問い合わせは、緊急連絡用電話回線確

保のため、遠慮してください。 

 

二見中ホームページから、気象庁ホームページにアクセスできるようなっています。 

 

２．午前中に、警報が解除された場合           変更 

    学校は、その時の状況で、登校させるかどうか判断し、「すぐメール」にて連絡

します。（但し登録されていない方については直接電話連絡します。）                 

   ※ 学校ホームページにも掲載します。 

 

３．正午までに、警報が解除されない場合、 

   臨時休業とします。（この場合、学校からは連絡しません。） 

 

４．始業時刻以後に、警報が発令された場合 

   気象状況を考慮のうえ、学校に留め置くか下校させるかは、学校が判断し措置

します。 

 

地震などによる非常災害時（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ぜひ、「すぐメール」の登録をお願いします。 

（登録方法は、ホームページでも確認できます。） 

 

◎ なお、登下校時には、くれぐれも安全に気をつけ、速やかに行動するよう留意 

 させてください。本通知の保管をよろしくお願いします。 

１．登校前に明石市に震度５以上の地震が発生した場合 

安全が確認されるまで自宅待機とします。津波の警報発令時は、高台な

どへ避難してください。その後の動きは、「すぐメール」等で連絡します。 

 

２．登校後、明石市に震度５以上の地震が発生した場合 

生徒の安全を確保し、学校待機させます。また、津波警報が発令された

場合、校舎４階に避難する等の処置をとります。その後の動きについては、

「すぐメール」等でお知らせします。 

 


